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1. AIを取り巻くプレイヤー
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AI事業者

AI間接利⽤者

AI利⽤者

AIを駆使した製品・サービスを
製造・提供している事業者

AI利⽤者が提供する製品・サービ
スの利⽤者（エンドユーザー）

AI事業者の製品・サービスを
利⽤して事業を⾏う者

プレイヤー 具体例

・AIのモデル生成者
・AIモデルを⽤いた「部品」やサービス
の提供者

・AIを使⽤したデバイスを⽤いて製造・
検査を⾏う事業者
・AIが組み込まれた機械を使ってサー
ビスを提供する事業者

・AIが検査を⾏った製品を⽤いて事業
活動を⾏う企業
・AIが提供する予測サービスをもとに投
資判断を⾏う個⼈



2. AIを取り巻くリスク
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AI事業者

AI間接利⽤者

AI利⽤者

AIを駆使した製品・サービスを
製造・提供している事業者

AI事業者の製品・サービスを
利⽤して事業を⾏う者

プレイヤー
想定リスクの例

介護施設において入居者とコミュニ
ケーションを⾏うロボットに組み込むAI
を開発し提供したが、当該ロボットが
暴⾛し入居者に怪我を負わせてしま
い、AI利⽤者から求償される。

⾃社が製造・販売したコミュニケーショ
ンロボットに搭載したAIが原因で、介
護施設の入居者に怪我を負わせ、賠
償責任を負う。

介護施設の入居者が怪我をし、高額
の治療費が生じる。

識別・予測系AI サービス・実⾏系AI

AIが検知すべき異常値を検知できな
いAIデバイスを提供したことにより、AI
利⽤者およびAI間接利⽤者の各種
損害について賠償責任を負う。

異常値が検出されなかったことにより
安全性に問題のある製品を市場に
提供し、ユーザーに怪我を負わせ、賠
償責任を負う。また同種製品の回収
費用が生じる。

安全性に問題のある製品を使⽤し
怪我をしたため、高額の治療費が生
じる。AI利⽤者が提供する製品・サービ

スの利⽤者（エンドユーザー）
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3. 伝統的な保険の分類と機能

First Partyの保険
• 火災保険
• 傷害保険

Third Partyの保険
• 賠償責任保険
• 瑕疵保証責任保険

上記の組合せ
• ⾃動⾞保険（対⼈・対物賠償＋⾞両＋⼈⾝傷害）
• 中小企業向けパッケージ保険

⾃分を守る

⾃分を守る
＋被害者救済



4. 既存の保険商品例（責任保険の例）
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第三者の対⼈・対物事故に対する賠償責任を補償する保険商品は存在するが、法律上
の損害賠償責任の主体が不明確なケースは対象外となる。
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5. AI関連デバイスによる事故の責任主体

AIデバイス︖

AI間接利⽤者の⾃⼰責任︖

AI事業者︖ AI利⽤者︖



6. AI事業者とAI利⽤者の責任
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AI利⽤者に過失が認められる場合には、不法⾏為責任が成⽴す
るが、⾃律的に⾏動するAIデバイスが引き起こす事態の予⾒可能
性を⼀律に論じることは難しく、過失の有無を判断できない。

AIが製造物に組み込まれる場合は、従来の製造物責任の枠組み
で責任を整理することも可能だが、AI固有の特性（学習能⼒とそ
の⾏動の予⾒不可能性等）ゆえに、必ずしも全ての事故において
十分に機能するとは限らない。

ただし、AI事業者としては、AIデバイスから生じる危険性を許容可
能な程度に制御・軽減することが求められるため、全く責任を負わな
いとは限らない。

AI事業者

AI利⽤者

既存の法規制のフレームワークだけでは責任の所在・分配を
決めることは難しい。



7. 事例①⾃動運転の事故に対する保険商品
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運転者が操作する⾃動運転中の事故に関して、賠償責任の
有無にかかわらず保険会社が保険⾦を支払うことができる

原因が不明確な⾃動⾞事故に対し
て保険⾦をお支払いし、迅速な被害
者救済を図る。



7. 事例①⾃動運転の事故に対する保険商品
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AI事業者

AI間接利⽤者

AI利⽤者

AIを駆使した製品・サービスを
製造している事業者

AI事業者の製品・サービスを
利⽤して事業を⾏う者

⾃動⾞メーカー

ドライバー・被害者

生産物賠償責任保険
（PL保険）

（強制）⾃賠責保険

（任意）⾃動⾞保険
被害者救済費用等

補償特約

保険⾃動⾞の例

AI開発サプライヤー ⾃動⾞メーカーの
生産物賠償責任保険

（PL保険）

プレイヤー
（AIの場合）

AI利⽤者が提供する製品・サービ
スの利⽤者（エンドユーザー）




